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田
総
長
井
氏
の
盛
衰

田
総
庄
と
長
井
氏

甲
奴
郡
総
領
町

一
帯
は
、
中
世

『
田
総
庄
』
と
称
せ
ら

れ
た
地
域
で
あ
る
。
同
庄
の
荘
園
領
主
に
つ
い
て
は
明
ら

か
で
な
い
が
、
鎌
倉
時
代
後
期
、
こ
の
地
に
は
備
後
守
護

の
長
井
氏
の

一
族
が
地
頭
と
し
て
入
部
し
、
以
後
戦
国
時

代
末
期
ま
で
永
く
在
地
領
主
制
を
展
開
し
た
。

長
井
氏
は
、
鎌
倉
幕
府
草
創
の
功
臣
大
江
広
元
の
後
青

に
あ
た
り
、
そ
の
次
男
時
広
が
下
野
国
長
井
庄

（武
蔵
国

長
井
庄
と
も
言
う
）
を
名
字
の
地
と
し
て

『
長
井
氏
』
を

称
し
た
。
始
祖
広
元
が

「文
士
」
と
し
て
幕
府
の
枢
機
に

参
画
し
た
関
係
上
、
そ
の
嫡
流
に
あ
た
る
長
井
惣
領
家
も

以
後
鎌
倉
幕
府
の
減
亡
に
至
る
ま
で
評
定
衆
ま
た
は
奉

行
人
と
し
て
文
吏
系
の
武
士
と
し
て
活
躍
し
た
。
し
か
し
、

惣
領
家
以
外
の
庶
子
家
は
時
代
を
経
る
ご
と
に
武
士
と

し
て
も
頭
角
を
現
す
よ
う
に
な
り
、
中
で
も
広
元
の
四
男

季
光
は
相
模
国
毛
利
庄
に
本
拠
を
構
え
て

『
毛
利
氏
』
を

称
し
、　
一
時
は
北
条

・
三
浦
氏
と
並
ん
で
武
士
と
し
て
幕

府
に
勢
力
を
持
っ
た
。
な
お
、
安
芸
の
毛
利
氏
は
こ
の
子

孫
に
あ
た
る
が
、
そ
の
惣
領
家
は
越
後
に
本
拠
を
置
い
た

北
条
毛
利
氏
で
あ
っ
た
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
。
田
総
庄

に
土
着
し
た
長
井
氏
も
当
初
よ
り
武
士
と
し
て
の
性
格

を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
傾
向
は
南
北
朝
の
内
乱
期
を
境
と

し
て

一
層
強
く
現
れ
る
。

長
和
庄
と
長
井
氏

田
総
長
井
氏
の
後
裔
は
、
長
州
藩
士
と
し
て
近
世
も
存

川平山城跡遠望 (総領の文化財より)



続
し
た
関
係
で
家
伝
の
文
書
を
持
ち
伝
え
た
。
こ
れ
が

『
田
総
文
書
』
で
庄
原
の
山
内
首
藤
氏
伝
来
の

『
山
内
首

藤
家
文
書
』
と
と
も
に
備
後
中
世
史
研
究
の
根
本
史
料
と

な
っ
て
い
る
。

こ
の
日
総
文
書
で
最
初
に
現
れ
る
の
は
文
永
十
年
八

月
十
二
日
付
の
長
井
泰
茂
の
請
文

（田
総
文
書

一
号
）
で

あ
る
。
こ
の
文
書
は
福
山
市
瀬
戸
町

一
帯
に
存
在
し
た
荘

園
『
長
和
庄
』
の
『
和
与
』
に
関
し
て
出
さ
れ
た
文
書
で
、

長
和
庄
関
連
文
書
と
し
て
は
最
も
早
い
も
の
の

一
つ
で

あ
る
。
泰
茂
は
備
後
守
護
泰
重
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
、

以
後
こ
の
荘
園
は
永
く
長
井
氏
の
領
有
す
る
と
こ
ろ
と

な
り
、
日
総
長
井
氏
も
そ
の
東
方
地
頭
職
を
相
伝
し
、
戦

国
初
頭
に
至
っ
て
い
る

（萩
藩
閥
閲
録
八
九
）
。

日
総
庄
の
下
地
中
分

地
頭
は
当
初
荘
国
内
の

一
部
に
権
益
を
持
つ
だ
け
で

あ
っ
た
が
、
在
地
に
根
を
下
ろ
す
に
従
っ
て
勢
力
を
拡
大

し
、
荘
園
領
主
と
軋
鞣
を
起
こ
す
よ
う
に
な
る
。
そ
の
結

果
取
ら
れ
た
の
が
『
地
頭
請
』
と
『
下
地
中
分
』
で
あ
る
。

長
井
氏
も
田
総
庄
に
土
着
す
る
と
と
も
に
荘
園
領
主
と

在
地
の
支
配
権
を
め
ぐ
っ
て
争
い
を
起
こ
し
、
幕
府
の
法

廷
に
持
ち
込
ま
れ
て
下
地
中
分
に
よ
る

『
和
与
』
と
な
っ

た
。
田
総
文
書
二
号

「備
後
国
田
総
庄
雑
掌
成
観
地
頭
代

重
宗
連
署
和
与
状
」
は
こ
の
結
果
残
さ
れ
た
も
の
で
、
地

頭
と
領
家
の
支
配
地
を
東
西

（或
い
は
南
北
）
に
機
械
的

に
分
割
し
た
結
果
地
頭
の
直
営
地
で
あ
る

「地
頭
土
居
田

畠
」
が
領
家
分
と
さ
れ
、
そ
の
修
正
と
し
て
改
め
て
土
地

の
区
分
を
仕
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
下
地
中
分
の
結

果
は
現
代
に
至
る
ま
で
総
領
町
内
に

「領
家
」
の
大
字
名

を
残
し
、
今
回
訪
ね
る
八
幡
社
も

「領
家
八
幡
」
の
名
称

と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
存
地
名
か
ら
推
定
す
る
と

領
家
方
は
町
域
の
東
部

一
帯
に
あ
た
り
、
地
頭
方
は
後
世

「稲
草
村
」
と
呼
ば
れ
た
、
田
総
氏
の
本
拠
川
平
山
城
跡

の
あ
る
西
部

一
帯
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

富

・
杉
原
氏
と
の
抗
争

長
井
氏
が
実
際
に
田
総
庄
に
入
部
し
た
確
か
な
年
代

は
不
詳
で
あ
る
。
伝
承
に
よ
る
と
、
重
広
の
孫
照
重

（重

継
）
は
弘
安
三
年

（
一
二
人
Ｏ
）
に
意
加
美
神
社
を
再
建

し
て
い
る
。
弘
安
と
言
え
ば
、
有
名
な
元
寇
の
危
機
が
叫
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ば
れ
た
時
期
で
、
幕
府
は
西
国
に
所
領
を
持
つ
御
家
人
に

西
国
所
領
へ
の
移
住
を
奨
励
し
て
お
り
、
照
重
も
そ
の

一

環
と
し
て
田
総
庄
に
本
拠
を
移
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
尤
も

照
重
は
六
０
年
後
の
康
永
二
年

（
一
三
四
二
）
、
稲
草
に

龍
興
寺
を
建
立
し
た
と
あ
る
か
ら
、
照
重
の
父
時
継
の
時

代
と
考
え
た
方
が
良
い
か
も
知
れ
な
い
。

田
総
長
井
氏
は
相
伝
の
本
領
と
し
て
田
総
庄
の
ほ
か
、

備
後
国
内
に
小
童
保

（甲
奴
郡
甲
奴
町
）
と
長
和
庄
東
方

（福
山
市
瀬
戸
町

一
帯
）
の
各
地
頭
職
を
保
有
し
て
い
た

が
、
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
に
よ
る
南
北
朝
の
内
乱
が
始
ま
る

と
、
こ
れ
ら
の
所
領
を
巡
っ
て
国
内
の
有
力
武
士
と
の
抗

争
に
巻
き
込
ま
れ
て
行
っ
た
。

ま
ず
、
内
乱
期
に
足
利
尊
氏
よ
り
拝
領
し
た
石
成
庄
下

村

（福
山
市
御
幸
町

一
帯
）
地
頭
職
を
巡
る
宮

・
杉
原
氏

と
の
抗
争
が
あ
る
。
こ
の
所
領
は

「当
御
代
最
初
の
勲
功

の
賞
」
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
杉
原
国

遠
と
の

「対
論
の
子
細
」
が
あ
り
、
更
に
は
宮
入
道
道
仙

に
よ
っ
て
押
領
さ
れ
て
し
ま
っ
た

（田
総
文
書
七
号
）
。

宮
氏
が
こ
の
地
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ

田総文書4号「長井聖重 (重継)譲状」県史より



と
は
他
の
史
料
か
ら
も
知
ら
れ
、
以
後
田
総
長
井
氏
の
支

配
は
安
定
せ
ず
、
室
町
後
期
に
は
全
く
宮
氏
の
領
有
に
帰

し
た
よ
う
で
あ
る
。
宮
氏
は
ま
た
本
領
の
日
総
庄

・
長
和

庄
東
方
に
も
触
手
を
伸
ば
し
て
お
り
、
長
井
時
里
目
安
状

案

（田
総
文
書

一
一
号
）
に
よ
る
と
、
重
継
の
代
に
富
豊

松
が

「内
縁
の
契
約
あ
り
」
と
号
し
て
将
軍
の
安
堵
を
得

て
押
領
し
た
と
あ
り
、
明
徳
五
年

（
一
二
九
四
）
に
至
っ

て
も
こ
れ
ら
の
所
領
は
田
総
長
井
氏
に
返
還
さ
れ
な
か

っ
た
。

守
餞
被
官
と
な
る

田
総
長
井
氏
が
宮

・
杉
原
氏
の
押
領
を
受
け
た
の
は
、

そ
の
勢
力
が
両
氏
と
比
べ
て
劣
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

も
あ
る
が
、
両
氏
が
将
軍
奉
公
衆
と
し
て
幕
府
権
力
と
密

接
に
結
び
付
い
て
い
た
こ
と
に
も
よ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

田
総
長
井
氏
は
当
時
備
後
守
護
と
し
て
入
部
し
、
在
地
支

配
を
強
め
つ
つ
あ

っ
た
山
名
氏
と
結
ぶ
こ
と
で
こ
の
危

機
を
切
り
抜
け
よ
う
と
し
た
。
先
の
長
井
時
里
目
安
状
案

に
よ
る
と
、
山
名
時
熙
の

「備
後
御
打
入
」
に
際
し
て
祖

父
能
里
は

「味
方
と
し
て
忠
節
を
致
し
た
」
と
言
い
、
こ

の
結
果
、
所
領
を
回
復
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う

（但

し
、
同
目
安
状
案
に
よ
る
と
、
そ
の
直
後
明
徳
の
乱
で
山

名
氏
が
将
軍
義
満
の
挑
発
を
受
け

一
時
衰
退
し
た
た
め
、

再
び
宮
豊
松
の
押
領
を
受
け
た
と
言
う
）
。

守
護
山
名
氏
と
の
関
係
は
、
時
里
の
父
慶
里
の
代
に
さ

か
の
ぼ
る
よ
う
で
、
広
里
の
置
き
文

（田
総
文
書

一
〇

号
）
に
賀
茂
郷

（世
羅
郡
か
）
は

「御
屋
形
よ
り
給
分
に

給
い
候
」
と
あ
る
。
以
後
山
名
氏
と
の
関
係
は
密
接
の
度

合
い
を
深
め
、
時
里
の
子
は
山
名
氏
か
ら

「
一
字
」
を
受

け
て

「豊
里
」
と
名
乗
り
、
山
名
氏
の
軍
勢
催
促
を
受
け

て
各
地
に
出
陣
す
る
と
と
も
に
備
後
や
播
磨
で
新
た
な

給
分
を
与
え
ら
れ
て
い
る

（萩
藩
閥
閲
録
八
九
な
ど
）
。

『
置
文
』
に
見
る
日
総
氏
の
支
配

田
総
長
井
氏
が
所
領
支
配
の
危
機
に
際
し
て
採
っ
た

方
法
は
守
護
山
名
氏
の
被
官
と
な
る
こ
と
だ
け
で
は
な

か
っ
た
。　
一
方
で
長
井
氏
は

「嫡
子
単
独
相
続
制
」
を
採

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
危
機
を
乗
り
越
え
よ
う
と

し
た
。
鎌
倉
時
代
ま
で
の
相
続
制
度
は

「分
割
相
続
制
」

と
言
っ
て
、
嫡
子
以
外
の
庶
子
に
も
ま
ん
べ
ん
な
く
所
領



が
分
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
う
し
て
所

領
が
細
分
さ
れ
て
い
く
と
武
士
団
を
統
率
す
べ
き

「惣

領
」
の
所
領
も
わ
ず
か
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
、
勢
い

惣
領
の
支
配
権
も
低
下
し
て
い
っ
た
。
動
乱
の
時
代
に
突

入
す
る
と
所
領
支
配
は
武
力
だ
け
が
頼
り
と
な
る
。
特
に
、

わ
ず
か
な
所
領
し
か
持
た
な
い
弱
小
武
士
団
に
と
っ
て
、

分
割
相
続
に
よ
っ
て
力
が
分
散
す
る
こ
と
は
武
±
団
存

続
の
瀬
戸
際
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
田
総
長

井
氏
の
場
合
も
宮
氏
の
押
領
に
晒
さ
れ
た
こ
と
は
こ
の

危
機
が
表
面
化
し
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
他
の

有
力
武
士
団
と
の
抗
争
に
勝
ち
抜
き
、
所
領
を
全
う
す
る

た
め
に
は

一
族
の
団
結
し
か
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
ど
う

す
る
か
、
残
さ
れ
た
所
領
を
唯

一
人
の
嫡
子
に
譲
り
、
今

ま
で
分
出
し
た
庶
子
家
も
そ
の
家
臣
と
し
て
組
織
し
、
一

族
の
武
力
を
強
化
す
る
。
こ
う
し
て
田
総
長
井
氏
は
貞
和

二
年

（
一
三
四
六
）
と
い
う
、
極
め
て
早
い
時
期
に
こ
の

相
続
法
に
切
り
替
え
、
一
族
の
危
機
を
切
り
抜
け
よ
う
と

し
た

（田
総
文
書
四
号

「長
井
聖
重
譲
状
Ｌ
二
育
写
真
）
。

ま
た
、
広
里
以
来
、
残
さ
れ
た
数
通
の

「置
文
」
は
、

奮
優
奮
亀なた
鋤
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田
総
長
井
氏
の

一
族
存
続
の
知
恵
を
我
々
に
教
え
て
く

れ
る
。

広
里
の
置
文
は
言
う
、

「親
類
共
の
中
に
格
別
の
議
り
を
も
っ
て
惣
領
の
命
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令
に
従
わ
な
い
も
の
は
所
領
を
没
収
せ
よ
」

「お
前
の
弟
共
に
は

一
切
所
領
を
与
え
な
い
、
器
量
が

あ
れ
ば
召
し
使
っ
て
や
れ
」

明
確
な
嫡
子
単
独
制
の
宣
言
で
あ
る
。
女
性
に
対
す
る
扱

い
も
前
代
と
変
わ
っ
て
い
る
、

「安
田
の
女
性
に
は
安
国
名
を
与
え
た
が
、　
一
期

（死

去
）
の
後
は
惣
領
の
支
配
と
せ
よ
」

古
代
以
来
の
女
性
の
権
利
は
制
限
さ
れ
た
も
の
と
な
っ

た
。
家
来
に
対
す
る
扱
い
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
、

「と
し
こ
ろ
の
被
官
共
、
さ
し
た
る
子
細
が
無
い
の
に
仲

違
い
し
て
は
い
け
な
い
」

（田
総
豊
里
置
文
、　
一
六
号
）

等
々
。

職
国
の
動
乱
と
田
総
長
井
氏
の
動
向

こ
の
田
総
長
井
氏
が

一
族
存
亡
の
最
後
の
拠
点
と
し

て
築
い
た
の
が
稲
草
の
川
平
山
城
で
あ
る
。
戦
乱
の
到
来

と
共
に
田
総
長
井
氏
の
周
辺
も
急
に
騒
が
し
く
な
っ
た
。

応
仁
文
明
の
大
乱
の
中
で
田
総
豊
里
は
西
軍
に
属
し
、
文

明
七
年
の
東
軍
山
名
是
豊
と
の
戦
い
で
は
、
西
軍
方
の
拠

点
山
内
要
害
甲
山
に
篭
城
し
、
西
軍
山
名
政
豊
の
感
状
を

受
け
た

（閥
閲
禄
八
九
）
。
さ
ら
に
豊
里
は
政
豊
の
命
で

備
前
福
岡
の
合
戦
に
出
陣
し
て
壮
烈
な
戦
死
を
遂
げ
た
。

豊
里
の
文
明

一
七
年

（
一
四
八
五
）
二
月
の
置
文
は
こ
の

出
陣
に
際
し
て
嫡
男
好
里
に
書
き
与
え
た
も
の
で
あ
る
。

戦
乱
の
深
ま
り
と
共
に
、
田
総
庄
周
辺
も
合
戦
の
場
と

な
っ
た
。
明
応
七
年

（
一
四
九
八
）
、
備
後
国
内
で
は
山

名
政
豊
と
俊
豊
の
最
後
の
戦
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
が
、

同
年
十
月
、
庄
内
の
領
家
で
合
戦
が
あ
り
、
好
里
の
後
を

継
い
だ
俊
里
は
俊
豊
か
ら
感
状
を
受
け
て
い
る

（閥
閲
録

八
九
）
。

ま
た
、
こ
の
地
は
北
の
庄
原
盆
地
を
本
拠
と
し
た
山
内

首
藤
氏
の
勢
力
圏
に
接
し
、
同
氏
の
向
背
は
直
接
田
総
氏

に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
明
応
年
間
の
大
田
垣
胤
朝
の
書
状

（閥
閲
録
四
十

一
）
は
、

「河
平
要
害
合
戦
」
の
勝
利
を

世
羅
郡
の
上
山
氏
に
報
じ
て
い
る
。
胤
朝
は
山
内
氏
の
敵

山
名
政
豊
の
守
護
代
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
政
豊
方
が
山

内
方
の
田
総
氏
を
攻
撃
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
更
に
時

代
が
下
っ
て
尼
子

・
毛
利
の
時
代
、
北
の
山
内
首
藤
氏
が

尼
子
に
味
方
す
る
と
、
出
雲
尼
子
氏
の
脅
威
が
直
接
こ
の
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地
に
及
び
、
天
文

一
三
年

（
一
五
四
四
Ｙ
二
月
に
は
、

「田

総
固
屋
」
で
尼
子

・
毛
利
の
軍
勢
が
激
突
し
て
い
る

（毛

利
家
文
書
二
八
三
号
）
。

こ
う
し
た
中
で
、
日
総
氏
は
早
く
よ
り
毛
利
氏
と
結
び
、

身
の
安
全
を
図
っ
た
。
も
と
よ
り
田
総
氏
と
毛
利
氏
は
同

じ
大
江
広
元
の
流
れ
を
汲
み
、
親
近
感
を
持
っ
て
い
た
。

但
し
、
毛
利
氏
は
同
じ
長
井

一
族
で
も
、
世
羅
郡
の
上
山

氏
を
重
ん
じ
、
日
総
氏
と
は

一
定
の
距
離
を
置
い
て
い
た

よ
う
で
あ
る

（毛
利
家
文
書
）
。
こ
れ
は
、
日
総
氏
の
勢

力
が
上
山
氏
を
凌
ぎ
、
山
内
氏
の
影
響
下
に
あ
っ
て
毛
利

氏
に
脅
威
を
与
え
る
存
在
で
あ
っ
た
為
と
考
え
ら
れ
る
。

田
総
氏
の
代
官
と
し
て
神
石
郡
福
永

（神
石
町
）
に
派
遣

さ
れ
て
い
た
岡
氏
は
、
天
正
年
間
毛
利
氏
の
直
接
の
家
臣

と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
毛
利
氏
の
日
総
氏
弱
体
化
政

策
の

一
環
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

川
平
山
城
は
、
こ
う
し
た
日
総
氏
の
盛
衰
の
中
で
修
築

が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
築
城
は
南
北
朝
期

と
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
今
見
る
遺
構
は
戦
国
期
の
も
の
で

「田
総
固
屋
」
合
戦
が
行
わ
れ
た
頃
に
は
城
の
機
能
が
最



高
に
発
揮
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

日
総
氏
の
備
後
退
去

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
備
後
国
人
衆
の

一
人
と
し
て
三

百
年
に
わ
た
っ
て
こ
の
地
に
君
臨
し
て
き
た
田
総
氏
も

備
後
を
去
る
と
き
が
来
た
。
天
正

一
九
年
２

五
九

一
）
、

毛
利
氏
は
国
内
の
大
幅
な
給
地
替
を
断
行
し
て
、
時
の
当

主
田
総
三
郎
左
衛
門
元
好
は
出
雲
に
移
さ
れ
、
日
総
庄
と

の
緑
が
切
ら
れ
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
猶
、

『永
井
氏

由
来
』
に
収
録
さ
れ
た
田
総
孫
右
衛
門
の
書
状
に
よ
る
と
、

毛
利
氏
の
防
長
移
封
に
従
っ
た
長
井

（田
総
）
元
忠
は
、

日
総
庄
御
調
谷
か
ら
長
州
へ
旅
だ
っ
た
と
あ
る
が
、
こ
れ

は
或
い
は
、
天
正

一
九
年
の
給
地
替
に
際
し
て
旧
領
内
に

一
部
の
所
領
が
残
さ
れ
た
た
め
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
御

調
谷
は
川
平
山
城
下
の

「土
居
田
畠
」
に
あ
た
り
、
い
か

に
毛
利
氏
の
権
力
を
以
っ
て
し
て
も
三
百
年
に
及
ん
だ

田
総
氏
の
支
配
を
全
く

一
掃
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
（田
口
義
之
）

参
考
文
献

田
総
文
書

〈広
島
県
史
古
代
中
世
資
料
編
Ｖ
〉

『
萩
藩
閥
日
録
』
八
九

『
総
領
町
難
』

『
田
機
の
音
』

総領の文化財より



《
主
な
探
防
地
》

意
加
彙
神
社

（総
領
町
稲
草
）

稲
草
の
北
西
部
、
田
総
川
北
岸
の
山
際
に
鎮
座
す
る
。
主
祭

神
は
高
壼
神
で
あ
る
が
吉
備
津
彦
命
を
相
殿
に
祀
る
た
め
彦

宮
と
も
称
す
る
。
旧
郷
社
。
「
延
喜
式
」
神
名
帳
に
甲
奴
郡

一

座
と
し
て
記
さ
れ
る
同
名
社
に
比
定
さ
れ
る
。
田
総
庄
の
鎮

守
神
と
も
い
わ
れ
、
コ
〓
藩
通
志
」
に
は
長
久
三
年

（
一
０
四

二
）
重
修
の
棟
札
が
あ
る
と
記
す
。
同
書
は

「
社
の
東
神
入

谷
の
傍
に
影
向
石
と
い
ふ
あ
り
、
里
俗
神
石
と
称
し
敢
て
触

れ
ず
、
普
村
内
川
平
山
城
主
永
井
某
当
社

へ
神
日
を
付
と
い

ふ
。
里
老
相
伝
ふ
、
こ
の
村
雷
の
落
つ
る
こ
と
な
し
」
と
述

べ
て
い
る
。
な
お

「
西
備
名
区
」
は
こ
の
社
の
式
内
社
で
あ

る
こ
と
に
疑
間
を
挟
み

「
木
屋
村
イ
ガ
ミ
谷
と
云
処
に
社
あ

り
、
是
意
賀
美
神
社
也
と
、
い
ま
だ
何
れ
か
是
な
る
を
し
ら

ず
」
と
記
す
。
（平
几
社

『
広
島
県
の
地
名
じ

龍
興
寺

（総
領
町
稲
草
）

田
総
川
北
岸
の
川
平
山
東
麓
に
あ
り
五
雲
山
と
号
す
る
。
曹

洞
宗
で
本
尊
観
世
音
菩
薩
。
響
〓
藩
通
志
」
に
よ
る
と
康
永
二

年

（
一
三
四
三
）
田
総
庄
の
地
頭
永
井
氏

（
田
総
氏
）
が
、

鎌
倉
建
長
寺

の
大
覚
禅
師
を
招
じ
て
開
基
し
た
と
い
う
。

「
国
郡
志
下
調
書
出
帳
」
は
貞
和
三
年

（
一
三
四
七
）
銭
百

貫
文
の
寺
領
を
与
え
ら
れ
、
以
後
田
総
氏
代
々
の
菩
提
寺
と

し
て
庇
護
を
受
け
た
と
い
う
が
、
文
亀
三
年

（
一
五
０
三
）

寺
領
を
失

っ
て
衰
退
。
田
総
氏
の
長
州
引
越
し
後
は
曹
洞
宗

に
改
め
て
、
奴
可
郡
川
東
村

（現
比
婆
郡
東
城
町
）
の
千
手

寺
末
と
な

っ
た
。
当
時
の
僧
仏
蓋
を
中
興
開
山
と
す
る
。
寛

政
四
年

（
一
七
九
二
）
の
三
原
御
分
差
出
帳

（総
領
町
教
育

9
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委
員
会
蔵
）
に
よ
れ
ば
村
内
に
無
住
無
旦
那
で
は
あ
る
が
金

入
山
香
仲
院

・
臨
川
山
法
福
寺
が
あ
り
、
龍
興
寺
の
塔
頭
的

存
在
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
な
お

「芸
藩
通
志
」
に
は
本
尊
の

観
音
像
は
行
基
の
作
で
、
天
文
七
年

（
一
五
三
八
）
永
井
信

濃
守
好
里
が
篭
を
つ
く

っ
て
納
め
た
と
あ
る
。
慶
安
年
中

（
一

六
四
八
～
五
二
）
に
火
災
に
通
い
寺
認
を
焼
失
、
寺
蔵
の
誕

生
仏
と
浴
器
は
、
永
享
三
年

（
一
四
三

一
）
に
森
戸
実
泰
な

る
者
が
寄
付
し
た
と
記
さ
れ
る
。
（平
几
社

『
広
島
県
の
地

名
じ

領
家
人
幡
神
社

由
諸

抑
、
当
社
の
創
立
は
弘
安
元
年
成
寅
春
と
伝
え
ら
れ
、
本
社

は
元
甲
奴
郡
本
郷
村
に
大
宮
八
幡
宮
と
称
え
、
毎
年
八
月
十

五
日
放
生
会
と
称
し
祭
礼
相
伝
の
所
、
人
皇
九
十

一
代
後
宇

多
天
皇
の
建
治
元
年
御
祭
礼
の
際
争
論
を
惹
起
し
、
御
神
体

始
め
御
幣
御
異
等
御
宝
物
に
至
る
迄
、
参
拝
の
氏
子
が
競

っ

て
目
欲
し
き
物
悉
く
提
げ
帰
り
、
地
頭
領
家
に
於
て
は
御
幣

を
持
ち
帰
り
、
稲
草
村
神
市
宮
原
と
申
す
処
に
仮
殿
を
設
け

三
年
間
此
の
地
に
祭
祀
し
あ
り
し
が
、
弘
安
元
年
戊
寅
春
に

地
頭
氏
子
は
神
真
を
御
神
体
と
し
て
、
稲
草
村
東
自
由
々
麓

に
勧
請
し
領
家
の
氏
子
は
御
幣
を
御
神
体
と
し
て
、
下
領
家

村
森
戸
山
の
麓
に
大
宮
杵
を
建
て
、
東
照
山
八
幡
宮
と
唱
え

今
日
の
宮
所

へ
安
鎮
し
奉
る
。
爾
後
毎
年
陰
暦
九
月
九
日
を

10

重
陽
の
大
祭
と
定
め
、
地
頭
領
家
十
二
郷
の
惣
社
と
崇
敬
、

其
の
後
二
百
二
十
余
年
を
経
過
百
四
代
後
柏
原
天
皇
の
御
宇
、

文
亀
三
年
稲
車
村
川
平
山
城
主
田
総
信
濃
守
村
々
の
役
人
氏

子
に
下
命
再
造
営
、
田
畑
三
町
六
反
歩
高
三
十
三
石
九
斗
二

升
を
社
領
に
寄
付
、
其
の
後
九
十
年
を
経
過
し
百
七
代
後
陽

成
天
皇
の
慶
長
六
年
芸
備
両
国
支
配
大
守
福
島
正
則
公
領
地

御
竿
入
の
翻
、
社
領
没
収
被
為

（黒
木
宮
司
資
料
）

『
総
領
町
誌
』
よ
り

光
明
寺

（総
領
町
亀
谷
）

亀
谷
の
北
部
、
日
総
川
北
岸
に
あ
り
、
書
洞
宗
。
金
峰
山
と

号
し
本
尊
釈
迦
如
来
。
寺
伝
に
よ
れ
ば
田
総
庄
の
地
頭
で
田

総領の文化財より



総
城
主
永
井
重
継
の
創
立
、
開
山
は
夢
窓
国
師
と
い
う
。
も

と
臨
済
宗
で
天
竜
寺
末
寺
で
あ

つ
た
が
、
福
山
城
主
水
野
勝

成
が
、
自
分
で
福
山
城
下
寺
町
に
開
基
し
た
曹
洞
宗
賢
忠
寺

の
末
寺
と
し
た
。
「
水
野
記
」
は

「
田
総
元
吉
之
代
拾
二
石
五

斗
壱
升
之
地
於
亀
谷
領
家
両
村
寄
之
、
天
正

一
九
年
之
比
、

内
藤
河
内
守
没
収
之
」
と
記
す
。
本
堂
は
延
宝
年
中

（
一
六

七
三
～
八

一
）
に
再
建
し
た
が
、
享
保

一
０
年
に
焼
失
。
そ

の
後

一
時
五
箇
村
上
野
に
移
転
し
た
が
、
昭
和
三

一
年

（
一

九
五
六
）
再
び
亀
谷
に
戻

っ
た
。
現
在
、
寺
に
は
水
野
氏
の

姫
君
愛
用
と
伝
え
る
駕
籠
や
、
水
野
勝
威
ゆ
か
り
の
馬
具
を

蔵
す
る
が
、
こ
れ
は
賢
忠
寺
の
住
僧
が
光
明
寺
に
隠
居
し
た

時
に
持
参
し
た
と
い
う
。
（平
凡
社

『
広
島
県
の
地
名
じ

《
参
考
史
料
》

長
井
氏
由
来

（竜
興
寺
什
具
）

長
井
七
郎
右
衛
円
元
忠
書
状
写

善
鏡
御
下
り
候
て
其
の
元
の
様
子
具
に
被
仰
越
過
分
至
極
に

御
日
に
懸
け
た
る
満
足
に
存
ず
此
事
去
年
備
後
の
御
僧
と
て

山
口
龍
福
寺

へ
御
下
候
由
承
り
及
び
候
条
御
床
敷
く
存
尋
ね

申
候
処
に
福
山
御
僧
と
て
析
々
龍
興
寺

へ
は
御
出
で
成
さ
れ

候
由
仰
上
ら
れ
候
条
何
た
る
御
馳
走
も
仕
ら
ず
御
残
り
多
く

候
事

御
方
様
五
調
に
て
御
座
候
由
千
万
目
出
度
候
　
さ
て
さ
て

一

生
の
間
今

一
度
御
目
に
懸
り
度
き
念
願
迄
に
侯
　
御
息
達
隆

多
に
御
座
候
由
善
策
の
御
物
語
承
り
　
一〓
ヒ
π
に
て
よ
ろ
こ

び
申
候
　
田
総
孫
右
息
善
寿
と
申
候
哉
孫
右
衛
門
殿
に
御
目

に
懸
り
候
事
は
成
り
難
く
御
出
家
は
善
鏡
な
と
も
こ
こ
元
御

越
候
御
事
に
候
間
御
方
様
に
御
目
に
懸
と
存
れ
ば
御
目
に
懸

り
度
候
　
新
蔵
助
左
息
壱
も
出
家
に
て
罷
り
居
ら
れ
候
　
仰

せ
越
さ
れ
候
通
り
善
鏡
に
相
尋
申
上
候

へ
ば
然
然
と
つ
ぶ
さ

■
■
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に
申
さ
ず
侯
　
便
り
の
節
具
に
仰
聞
ら
れ
給
ふ
べ
く
候
事

に
か
に
罷
り
居
ら
れ
候
ゑ
こ
う
と
申
す
は
御
調
谷
神
兵
衛
の

孫
に
て
御
座
候
哉
承
り
度
候
　
仰
せ
の
如
く
元
里
安
田
に
て

果
て
候
処
に
御
方
様
な
ど
御
取
立
に
て
弔
い
共
御
執
行
の
由

其
の
節
承

っ
て
候
　
一π
勝
大
阪
に
て
相
果
な
さ
れ
候
節
も
弔

執
行
の
自
　
竹
内
五
良
右
衛
門
物
語
具
に
承
り
届
候
　
内
蔵

丞
殿
御
存
生
の
内
に
書
状
を
以
っ
て
御

一
礼
申
達

へ
く
候
処

に
遠
方
の
故
罷
り
過
ぎ
本
意
に
背
き
候
事

私
し
母
は
こ
こ
元
に
て
相
果
申
当
年
二
十
八
年
に
罷
成
申
候

元
好
は
三
郎
左
衛
門
と
申
候
て
四
年
後
八
月
十
六
日
に
速
行

申
さ
れ
候
　
子
共
之
れ
無
き
に
付
て
少
し
の
弔
以
下
も
我
等

仕
候
事

初
め
は
吉
原
三
良
兵
衛
と
申
神
村
豊
後
守
も
八
年
後
に
相
果

申
男
子
二
人
女
子
壱
人
御
座
候
　
惣
領
は
神
村
五
兵
衛
と
申

知
行
八
百
石
次
男
肥
後
守
と
申
し
知
行
五
百
石
三
男
勘
介
と

申
是
も
五
百
石
取
申
婿
志
道
六
左
衛
門
と
申
三
百
石
取
に
て

御
座
候
　
豊
後
守
孫
十
六
人
御
座
候
ひ
孫
と
も
数
多
御
座
候

才
福
と
申
候
は
吉
田
孫
右
衛
門
と
申
仁
の
女
に
て
罷
り
居
候

歳
六
拾
に
罷
り
成
り
子
供
あ
ま
た
御
座
候
息
災
に
て
罷
り
有

り
候
　
小
二
郎
と
申
た
る
は
助
兵
衛
と
申
六
拾
四
に
罷
成
候

む
こ
の
か
く
ま
ひ
に
て
罷
居
候

則
ち
善
鏡
に
御
目
に
懸
り
候
清
十
郎
と
は
長
井
七
郎
右
衛
門

と
申
歳
五
拾
八
に
罷
成
候
子
と
も
弐
人
御
座
候
　
惣
領
は
七

兵
衛
と
漸
く
百
石
の
知
行
に
か
か
わ
り
候
て
罷
居
候
　
次
男

は
三
太
夫
と
申
両
人
と
も
に
善
鏡
に
御
目
に
懸
り
候
間
御
物

語
有
る
べ
く
候

お
さ
や
と
申
に
て
息
災
に
て
歳
五
拾
五
に

罷
成
候
　
神
村
豊
後
初
女
相
果
て
後
の
女
に
罷
成
豊
後
も
三

年
以
前
に
相
果
申
候

へ
共
豊
後
子
よ
り
わ
け
分
共
取
に
て

一

入
心
安
く
仕
合
に
て
罷
有
候
　
桂
弥
左
衛
間
と
申
候
む
こ
御

座
候
是
も
三
百
石
取
に
て
御
座
候
兄
弟
共
内
に
て
は

一
段
よ

き
仕
合
に
て
御
座
候
何
と

一
紋

（門
）
の
者
共
近
年
形
の
如

く
候
仕
合
に
て
御
座
候
処
に
三
年
以
前
に
火
事

に
相

（会

い
）
候
て
小
屋
か
け
の
仕
合
に
て
罷
居
候
事

河
そ

へ
与
右
越
知
正
右
　
宇
野
久
右
な
ど
様
子
善
鏡
御
物
語

に
て
定
め
て
い
に
し

へ
の
衆
の
子
孫
た
る
べ
き
と
存
候
　
御

対
談
の
節
御
物
語
し
給
る
べ
く
候
　
福
万
八
郎
兵
衛
こ
こ
元

に
罷
居
候
法
体
仕
り
意
事
と
申
歳
九
拾
五
に
罷
成
候
　
殊
の

外
五
調
に
て
御
座
候
　
節
節
に
寄
り
合
い
申
候

龍
興
寺
様
よ
り
思
召
寄
ら
れ
御
懇
に
仰
せ
下
さ
れ
千
菖
恭
き

次
第
に
て
然
る
べ
く
候
様
に
御
心
得
頼
入
申
候
　
先
年
筋
目

御
忘
脚
無
く
其
の
元
の
様
子
御
心
に
掛
ら
れ
具
に
仰
越
さ
れ

の
段

一
々
存
な
と
は
申
さ
ず
と
存
候
　
△
口
は
ざ
る
儀
候

へ
共

御
懇
に
仰
せ
越
さ
れ
候
条

こ
こ
元
よ
り
も
此
の
如
く
に
候

善
鏡

一
日
御
逗
留
に
し
て
御
戻
り
山
口
の
大
雲
寺

へ
は
間
十

里
ほ
ど
御
座
候
故
節
々
申
入
候
事
も
成
り
難
く
善
鏡
に
も
殊

の
外
無
沙
汰
の
仕
合
に
候
　
以
上

寛
永
十
三
年
六
月
八
日
　
長
井
七
郎
右
衛
門
　
書
判

田
総
孫
右
衛
門
様



田
総
孫
右
衛
門
書
状
写

当
夏
善
鏡
御
上
り
の
節
尊
書
恭
く
拝
上
致
候

一
、
清
十
郎
様
を
長
井
七
郎
右
衛
門
様
と
申
御
息
災
の
由
殊

に
御
息
様
二
人
御
座
候
由
仰
せ
下
さ
れ
候
御
知
行
御
望
成
さ

れ
千
万
恭
く
存
奉
候
事

一
、
小
二
郎
様
を
助
之
丞
様
と
申
す
由
仰
せ
下
さ
れ
是
又
御

無
事
の
由
大
慶
に
存
じ
奉
り
候
事

一
、
お
才
福
様
お
さ
や
様
御
息
災
に
て
御
座
候
由
是
又
恭
く

存
じ
奉
り
候
事

一
、
神
村
豊
後
様
御
遠
行
の
自
然
れ
共
御
息
様
数
多
御
座
候

て
皆
々
大
分
の
御
知
行
御
望
成
さ
れ
そ
の
ゆ

へ
お
さ
や
様
御

仕
合
せ

一
入
能
く
御
座
候
由
千
万
恭
く
存
じ
奉
り
候
事

一
・
三
郎
左
衛
門
様
吉
原
の
御
上
様
御
遠
行
の
由
依
之
御
残

多
存
じ
奉
り
候
事

一
、
福
万
八
郎
兵
衛
殿
法
体
成
さ
れ
其
元
に
御
息
災
に
て
御

座
候
由
依
之
御
五
調
の
通
こ
こ
元
の
古
郷
の
衆
中

へ
申
候

ヘ

ば
御
歳
に
あ
や
か
り
度
由
申
さ
れ
候
間
恐
れ
乍
ら
御
申
届
頼

み
奉
候
事

一
、
私
事
内
蔵
丞
子
勘
七
と
申
た
る
に
て
候
兄
弟
共
数
多
御

座
候

へ
共
皆
々
相
果
て
我
等
壱
人
な
が
ら

へ
生
年
六
拾
六
に

罷
成
り
馬
場
新
蔵
屋
し
き
に
居
り
申
候
子
共
二
人
持
申
惣
領

女
子
に
て
三
拾
六
に
成
り
申
候
程
近
く
に
居
申
候
に
付
朝
タ

出
入
仕
候
　
次
男
子
三
十
に
成
申
候
三
男
二
十
四
に
罷
成
候

い
づ
れ
も
子
共
に
遣
り
ひ
ん
ら
く
仕
候
問
恐
れ
乍
ら
御
安
心

有
る
べ
く
候
事

一
、
仁
か
法
雲
庵
と
申
す
寺
に
居
り
申
両
光
と
申
候
御
調
谷

甚
斉
子
に
源
太
郎
と
申
す
者
の
子
に
て
御
座
候
事

一
、
龍
興
寺
に
居
申
善
寿
と
申
は
内
蔵
丞
弟
勤
左
衛
門
と
申

す
者
の
子
に
て
御
座
候
わ
れ
ら

一
門
の
内
別
に
出
家
に
成
り

申
者
は
御
座
無
く
候
此
外
田
総
兵
部
殿
子
出
家
仕
三
谷
郡
有

原
長
門
寺
に
居
申
さ
れ
其
の
後
海
渡
の
帰
海
寺
に
居
申
八
年

跡
に
果
申
さ
れ
彼
等
紫
只
と
は
龍
興
寺
御
か
か

へ
に
て
善
賀

と
申
御
弟
師
居
と
申
候
事

一
、
越
知
正
左
衛
門
と
申
は
市
介
と
申
医
者
の
子
に
て
御
座

候
た
だ
盛
之
丞
婿

（む
こ
）
に
て
児
名
さ
い
ま

つ
と
申
た
る

に
て
息
災
に
子
供
数
多
御
座
候
い
と
や
共
心
易
く
仕
り
居
申

さ
れ
候
事

一
、
川
添
与
左
衛
門
は
宗
左
衛
門
と
申
者
の
子
善
二
郎
と
申

た
る
に
て
御
座
候
事
、
宇
野
久
右
衛
門
と
申
す
者
新
入
谷
に

居
申
た
る
太
郎
左
衛
門
子
久
市
と
申
た
る
に
て
当
年
八
月
に

相
果
て
申
侯
事
、
日
総
御
領
分
何
れ
も
皆
々
御
国
替
彼
に
て

仕
合
あ
し
く
其
の
上
御
存
知
の
者
生
れ
替
り
に
罷
成
候
事

一
、
亀
ケ
谷
瀧
口
又
左
衛
門
と
申
に
て
智

（む
こ
）
た
ち
申

さ
ざ
る
者
　
中
比
筑
後
守
と
申
拾
九
年
後
に
相
果
申
さ
れ
其

子
児
名
万
ふ
く
と
申
　
▲マ
は
又
左
衛
門
と
申
水
野
日
向
守
様

御
領
分
こ
こ
元
方
角
四
五
千
石
の
代
官
仰
付
ら
れ
仕
合
よ
く

御
座
候
　
年
五
拾

二
に
罷
成
申
侯
七
良
右
衛
門
様
よ
り
の
御

13
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出
立
に
て
申
さ
れ
児
心
に
す
こ
し
覚
申
由
申
さ
れ
、
三
代
の

御
重
な
り
に
て
御
座
候
御
息
災
に
て
御
座
成
さ
れ
候
事
恭
き

由
申
さ
れ
私
処
よ
り
亀
谷

へ
は
壱
里
の
内
に
御
座
候
ゆ

ヘ

節
々
参
り

一
入
我
が
如
く
か
け
く
れ
候
事

一
・
筑
後
弟
瀧
口
又
左
衛
門
と
申
　
中
比
法
体
仕
浄
円
と
申

三
年
後
に
果
申
さ
れ
候
　
其
子
児
名
鶴
松
と
申
た
る
を
此
比

（
こ
の
こ
ろ
）
法
体
仕
浄
真
と
申
歳
五
拾
五
に
成
申
こ
こ
元

八
日
市
に
罷
り
有
仕
合
能
く
御
座
候
　
是
も
七
郎
右
衛
門
様

の
御
事
又
左
衛
門
同
前
に
悦
の
事

一
・
瀧
口
半
右
衛
門
と
申
も
の
の
子
源
七
郎
と
申
元
明
様
西

村
御
と
い
に
御
座
候
節
近
衆
奉
公
め
し
遺
れ
候
今
は
与
右
衛

門
と
申
六
拾
四
に
罷
成
子
共
数
多
御
座
候
て
息
災
居
申
さ
れ

七
郎
右
衛
門
様
御
事
是
も
同
前
に
申
上
ら
れ
候
事

一
・
龍
興
寺
御
寺
大
風
さ
ん
さ
ん
そ
こ
弥
候
を
田
総
様
御
先

祖
御
寺
に
て
御
座
候
と
申
浄
真
又
左
衛
門
両
人
の
建
立
に
て

八
年
後
に
新
し
き
道
具
に
て
五
間
は
り
拾
三
間
に
建
て
申
さ

れ
其
の
上
た
ん
ぐ
な
と
は
大
阪
よ
り
買
下
し
　
一〓
」
元
方
角

に
て
は
か
た
の
も
く
の
御
寺
に
て
御
座
候
　
委
細
は
仰
上
げ

ら
る
ぺ
く
候
事

一
・
神
村
豊
後
様
御
内
に
鴫
久
右
衛
門
と
申
者
居
り
申
相
果

申
由
承
り
候
其
子
共
は
御
座
無
く
候
哉
彼
久
右
衛
門
弟
二
人

亀
ケ
谷
又
左
衛
門
下
代
共
仕
居
申
し
様
子
承
り
度
き
由
申
す

に
付
恐
れ
乍
ら
申
上
候
事

一
、
清
十
郎
様
と
申
候
時
こ
は
や
し
半
兵
衛
殿
に
て
御
手
な

ら
い
成
さ
れ
候
節
め
し
遣
は
れ
候
は
こ
な
し
や
の
久
太
郎
を

又
右
衛
門
と
申
う
げ
ん
さ
い
松
を
弥
右
衛
門
と
申
に
し
い
を

新
右
衛
門
と
申
二
人
共
七
郎
右
衛
門
様
御
息
災
に
て
御
座
成

さ
れ
候
様
子
恭
き
由
申
上
候
事

一
、
御
も
り
仕
候
よ
し
と
申
右
谷
の
二
郎
四
郎
と
申
者
八
十

に
な
り
申
息
災
に
て
居
申
候
是
も
七
郎
右
衛
門
様
御
事
よ
ろ

こ
び
申
候
事
、
何
れ
も
御

一
門
様
別
書
を
以
て
申
上
候
得
共

恐
れ
乍
ら
御
心
得
成
さ
れ
候
て
下
さ
る

へ
く
候

神
村
豊
後
様
御
子
息
様

へ
も
田
総
に
古
老
の
者
御
座
候
大
分

御
知
行
共
御
取
候
事
悦
び
申
す
由
折
ふ
し
は
恐
れ
乍
ら
仰
上

ら
れ
て
下
さ
る
べ
く
候
　
委
細
の
由
は
善
鏡
御
物
語
仰
上
ら

れ
候

寛
永
十
三
年
　
　
　
田
総
孫
右
衛
門
書
判

進
上
長
井
七
郎
右
衛
門
様

翁
田
総
の
昔
』
よ
り
）
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